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番号
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001 001 第1

※

「モニタリング基本計画書及びモニタ
リング実施計画書は、甲と乙が協議
の上、甲が定める」とありますが、モニ
タリング基本計画書の策定時期をご
教示願います。

モニタリング基本計画書（案）につい
ては、事業契約締結までに「モニタリ
ング基本計画書」として原則として甲
乙間で合意します。
なお、詳細部分の各種設定等につ
いては、業務仕様書、業務マニュア
ル、事業者側が策定するセルフモニ
タリング計画書（モニタリング項目等）
等と整合を図りながら策定する必要
がございますので、そのような事項に
ついては甲乙合意により、モニタリン
グ実施計画書の中で、詳細化してい
くこととなります。

002 001 第1 モニタリング実施計画書を定めると記
載される一方で、P2 第3 １ (4)では甲
は、乙のセルフモニタリングを基に、
業務パフォーマンスに関する確認・
評価を行うものとすると記載されてお
ります。
モニタリング実施計画書と乙のセル
フモニタリング内容の関連性につい
てご説明頂けませんでしょうか。

ご質問にあるとおり、甲によるモニタリ
ングはモニタリング実施計画書に基
づいて実施するものであり、その方
法には乙のセルフモニタリングを基
に確認・評価するものも含まれます。
従って、モニタリングが円滑かつ効果
的に実施されるよう、乙のセルフモニ
タリングにおける考え方や視点・判断
基準等において、甲のモニタリング
実施計画書におけるそれらとの整合
が取れたものであることが求められま
す。

003 001 第3 1 2 運営業務開始予定日とはいつからの
ことを指すのでしょうか。

事業契約書（案）別紙２_23に規定す
るとおり、平成25年６月22日となりま
す。

004 001 第3 1 2 ここでいう「運営業務開始予定日」と
は、事項（3）ウの「運営業務」が開始
される時期と考えてよろしいでしょう
か。
運営業務開始前の統括マネジメント
業務開始時期（うち、情報システム整
備コンサルティングは平成21年9月
頃を想定）と、運営業務開始前の統
括マネジメントに対する（運営）モニタ
リング開始時期とモニタリング計画及
び方法を想定したく存じます。

（質問No.003参照）
なお、運営モニタリングの実施期間と
対象業務の関係は、第３.１．（3）の１
文目を参照してください。すなわち、
運営業務開始予定日前の統括マネ
ジメント業務は、運営モニタリングの
対象にはなりません。

005 002 第3 1 3 エ 利便施設運営業務について、売店、
レストラン、理美容店等ごとに事業者
が異なる可能性があるため、業務を
区分していただくことは可能でしょう
か。

提案内容及び実際の業務の状況等
を踏まえ、必要に応じてご質問にあ
るように業務を区分してモニタリング
を実施する必要はあると考えます。

006 003 第3 1 5

委員会

定期モニタリング委員会及び事業評
価委員会を構成するメンバーはどの
ようなメンバーを想定されておられる
のでしょうか。

あくまで現時点での想定では、定期
モニタリング委員会は、現場で従事
する医師、看護師、コ･メディカル、事
務職員で構成し、減額執行機関であ
る事業評価委員会は県及び病院幹
部で構成することを考えております。
なお、定期モニタリング委員会の乙
側のメンバーについては、質問№
007を参照してください。

　平成１９年１０月５日から１０月１９日までに受付けた、「愛媛県立中央病院整備運営事業　事業契約書（案）別紙11」に関する質問への回答を整理して記述してあります。

愛媛県立中央病院整備運営事業　事業契約書（案）別紙11に関する質問回答
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007 003 第3 1 5 甲及び乙の共同開催である定期モ
ニタリング委員会ですが、乙より出席
するメンバーのご指定はございます
でしょうか。

マネジメント責任者は必須、病院経
営支援責任者及びリスク・マネジャー
は必要に応じて出席、その他の出席
者については基本的には事業者側
のご判断によりますが、必要に応じて
出席者を県が求めることもございま
す。

008 004 第3 1 7 第三者の責めに多分に帰すべき事
由による事象や、要求水準未達とは
判断し難い事象等が発生した場合
は、甲として乙に対応等を求めること
ができるとありますが、この場合、協
議の上、対応に伴う費用はサービス
対価として増額頂けるケースもあると
いう理解で宜しいでしょうか。

この規定の趣旨は、乙の作為又は不
作為に関連して（一部には、第三者
の作為又は不作為に関連して）、標
準環境不提供事象又は要求水準未
達とまでは言えないが、乙に対応を
求める必要があると判断され得る事
象が生じた場合に、甲が乙に注意喚
起し対応を要請することを想定して
いるものであり、サービス対価の増額
につながるケースはほとんどないと考
えられますが、求める対応によって
は、合理的な範囲において、サービ
ス対価の増額を検討する事態もありう
ると考えます。

009 005 第3 2 1 「発生ベースでの確認（適宜、事後
確認も含む）」の具体的なイメージを
ご教示頂けますでしょうか。

該当する事象が発生した時点で速
やかに確認することを基本とします
が、結果として事後確認となる場合を
含むものです。

010 005 第3 2 1 ア 表中の判断又は評価の基準として、
「施設環境基準」と「業務評価基準」
があげられておりますが、設定時期
はいつ頃を想定されていますでしょう
か。

「施設環境基準」及び「業務評価基
準」の詳細はモニタリング実施計画
書において規定されることから、事業
契約書（案）第134条に規定するとお
り、運営業務開始予定日の４月前ま
でに設定する必要があります。

011 006 第3 2 1 イ イ 1 「施設環境不提供事象」とは、どう
いった意味なのでしょうか。ご教示下
さい。

事業者の債務不履行の結果として、
ある一定の物理的なエリアに問題が
発生し、その結果、県が当該エリアを
支障なく利用できないと明白に判断
可能であり、実際その利用を見合わ
せざるを得ない事象を意味します。

012 006 第3 2 1 イ イ 1 「施設環境不提供事象に該当する事
象としては、～標準環境にない状態
に～」とありますが、具体的に標準環
境とは、どういった環境レベルを想定
されていますか。

当該エリアの利用に対して、県が利
用を見合わせることのない環境レベ
ル（相当程度の緊急性等に迫られ
て、やむを得ず利用を見合わせられ
なかった事態を除く）と考えていま
す。
従って、少々利用に支障がある環境
レベルであっても、「標準環境」の範
囲に含まれることもありますが、その
場合、別途「業務評価」に基づくモニ
タリングの対象になり得ますので、ご
留意ください。
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013 006 第3 2 1 イ イ 1 【施設環境不提供事象を構成しうる
要素】　（区分）機能性の欠如　（概
要）「～病院運営等に支障が生じる」
とありますが、範囲が広すぎるため病
院稼動に直接支障があった場合の
みに限定して頂けませんでしょうか。

ご質問のような懸念は、「標準環境不
提供事象の確認プロセス」の中で考
慮されます。

014 006 第3 2 1 イ イ 1 「施設環境基準」は、モニタリング実
施計画書の策定時に、甲と乙の協議
の上で定めると理解してよろしいで
しょうか。

（質問No.010参照）

015 007 第3 2 1 イ イ 2 ウ 乙の自主的な是正により、結果的に
他の方法にて代替可能であった場
合はサービス対価の減額等は行わ
れないため、PPも付与されず、業務
評価の対象にもならないと思慮いた
しますが、如何でしょうか。

ご質問の事態（結果的に代替可能で
あった場合）には、標準環境不提供
事象に基づくサービス対価の減額等
は行われませんが、原案のとおり、業
務評価に基づくサービス対価の減額
等にはなり得ます。

016 007 第3 2 1 イ イ 3 同一の標準環境不提供事象の原因
が複数の業務に由来する場合、当該
複数業務それぞれにＰＰが付与され
るのではなく、主な原因となった一業
務にＰＰが付与されるという理解でよ
ろしいでしょうか。標準環境不提供事
象1件に付与されるＰＰが原因となっ
た業務の数によって左右されるのは
合理的でないと思われます。

ご質問の場合、主な原因となった業
務にPPの付与を限定しますが、事象
によっては、一業務に限定しきれな
い事態もありうると考えますので、「標
準環境不提供事象の主な原因となっ
た業務（複数の業務となる場合を含
む）」としています。
なお、決してPPの付与を増やすこと
が目的ではありませんが、PPが原因
となった業務の数に影響を受けうるこ
とは必ずしも非合理とは考えていま
せん。

017 007 第3 2 1 イ イ 4 猶予時間は甲職員が乙に通知して
から利用可能である報告を受けるま
でとありますが、この通知と報告は文
書によることが必要でしょうか。

既に緊急を要している状況ですの
で、口頭での通知及び報告を基本と
し、当該事象の内容及び発生時期
等については追って書面等でやり取
りすることを考えております。

018 007 第3 2 1 イ イ 4 猶予時間を甲乙間で協議の上、甲
が決定するとありますが、甲乙間の
協議が整わなかった場合、どのような
プロセスで甲乙間の公平性を保ちな
がら猶予時間を決定するのでしょう
か。

協議の上で、 終的には甲が決定し
ます。
なお、設定する猶予時間について
は、可能な限り甲乙双方で合意でき
る合理的な時間とする必要があると
考えています。

019 007 第3 2 1 イ イ 4 重要度を鑑みた上で減額等を行うま
での猶予時間を定める。とあります
が、前項３）では、PP制について記載
されているにも関らず、ここでは、減
額等との表現になっております。PP
の付与までの猶予時間ではないで
しょうか。

「減額等」はPP付与も含めた表現で
あり、PP付与の結果、サービス対価
の減額が行われた場合と行われな
かった場合の両方を含むものです。

020 007 第3 2 1 イ イ 4 猶予時間については、合理的な内
容で決定されると理解してよろしいで
しょうか。

（質問No.018参照）
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021 007 第3 2 1 イ ウ 1 ア 要求水準内容を細分化してモニタリ
ング項目を設定するとありますが、甲
乙間で意見の相違が見られる場合、
どのように甲乙間の公平性を保ちな
がらモニタリング項目を設定するので
しょうか。

協議の上で、 終的には甲が決定し
ます。
なお、可能な限り甲乙双方で合意で
きる合理的なモニタリング項目とする
必要があると考えています。

022 007 第3 2 1 イ ウ 1 ア 「モニタリング項目」の設定時期は、
事業契約書第14条に記載の年度マ
ネジメント計画書及び同１２２条に記
載の年度運営業務計画書を当該事
業年度が開始する30日前までに提
出して、確認を受けて以後になるの
でしょうか。一方で、モニタリング実施
計画書は、事業契約書第134条で
は、モニタリング基本計画書、要求水
準書、事業者提案及び業務仕様書
に従い、運営業務開始予定日の４月
前までに策定とあります。モニタリン
グ実施計画書にはモニタリング項目
は含まれないという理解でよろしいで
しょうか。

モニタリング実施計画書には、モニタ
リング項目は含まれます。
従って、年度マネジメント計画書は、
当該モニタリング項目の内容を踏ま
え作成されることとなります。
なお、事業期間中、県と事業者の協
議の上、必要に応じてモニタリング項
目が変更された場合、モニタリング実
施計画書の当該部分の変更も行いう
ると考えます。

023 008 第3 2 1 イ ウ 2 モニタリングの結果、明らかに当初の
レベル分けに反した影響が確認され
た場合は、以降のモニタリングのレベ
ル区分を変更するものとし、当該要
求水準等未達事象はあくまで変更前
のレベル区分を適用することとしてい
ただけないでしょうか。レベル分けが
形骸化する懸念があります。

ご質問の内容は県としても懸念する
ところであり、レベル分けの協議時に
おいて考慮することを考えています。

024 008 第3 2 1 イ ウ 2 レベル3に該当する要求水準等未達
事象の結果、標準環境を損なう事態
を招いた場合、当該事象は「標準環
境不提供事象」として扱うということ
は、モニタリングにおいて一つの事
象が「標準環境不提供事象」と「要求
水準等未達事象」とダブルカウントさ
れることはない（ＰＰがダブル計上さ
れることはない）という理解でよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

025 008 第3 2 1 イ ウ 2 業務評価を行う際に設定されるモニ
タリング項目のレベル区分に記載さ
れている影響内容と６ページに記載
の標準環境不提供事象を構成しうる
要素に書かれている概要は意味合
い的に同じものが含まれているので
はないでしょうか。特に物品等が適
切に供給されていない、開始時間、
期日などが守られない、利用できる
回数が満たされていないなどは業務
のパフォーマンスであり、これらはモ
ニタリング項目に位置すると思われま
す。考え方が重複しているように思わ
れますが如何でしょうか。

要素として示している概要は、当該
要素に起因して、結果として標準環
境不提供事象に至る可能性が高い
と考えていることを示すものであり、そ
こまでには至らない場合には、業務
評価の対象となり得ますので、考え
方が一部重複するものです。

質問No.011及びNo.015もあわせてご
参照ください。
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026 008 第3 2 1 イ ウ 2 モニタリング項目の設定において、
業務遂行上、病院との協働による業
務発生も考えられます。標準環境不
提供事象の確認プロセスと同様に業
務の遂行プロセスを確認する事項は
存在しないのでしょうか。

必要に応じてご質問にある「業務の
遂行プロセスを確認する事項」を規
定する必要があると考えています。

027 008 第3 2 1 イ ウ 2 モニタリング項目のレベル設定の基
準についての文章表現はあまりにも
漠然とし過ぎています。モニタリング
項目のこのレベル区分への振り分け
の基準をお教え願います。

ここで示す区分の考え方は、要求水
準等未達による影響が対外的な形で
顕在化した場合をレベル３とし、そこ
までには至らない場合について、そ
の影響の度合いによりレベル１、２と
設定しているものです。

なお、第1モニタリング基本計画書の
位置付けに記載のとおり、当該レベ
ル区分はあくまで入札公告時点での
案を定めたものですので、ご留意く
ださい。

028 008 第3 2 1 イ ウ 2 レベルの区分毎の想定される影響に
ついては、各運営項目毎に具体的
な内容を別途取り決めると考えてよろ
しでしょうか。

レベルの区分毎に想定される影響に
ついては、統括マネジメント業務及
び運営業務の詳細毎に別途取り決
めることは想定していません。

029 008 第3 2 1 イ ウ 3 「業務評価基準」は、モニタリング実
施計画書の策定時に、甲と乙の協議
の上で定めると理解してよろしいで
しょうか。

（質問No.010参照）

030 008 第3 2 1 イ ウ 3 　・患者/病院職員満足度調査の結
果
　・ヘルプデスクへの苦情等の件数
は、主観的な内容を多く含み、公平
性に欠けますのでKPIの項目から除
外していただけないでしょうか。

ご質問の懸念は県としても認識して
おり、ここではあくまで例示として示し
ています。
ですが、何らかの工夫（その位置付
けの変更を含む）により、患者/病院
職員満足度調査の結果等はモニタリ
ングにおいて活用できるのではとも
考えています。
なお、苦情に対する評価の考え方に
ついては、P.4の表中「定期モニタリ
ング」部分の留意事項に記載する視
点を県は重視しております。

031 010 第3 2 1 イ エ 「モニタリング項目の重要度区分ﾚﾍﾞ
ﾙ2以上に該当しない事象でなけれ
ば、1回目で是正勧告を発動すること
はない」との記載がありますが、これ
は「ﾚﾍﾞﾙ2以上に該当しない事象で
あれば」」の間違いではないでしょう
か。

ご質問のとおり誤りですので、次のと
おり正しく分かりやすい表現に改めま
す。
「レベル［2］以上に該当する事象で
なければ」

また、業務是正命令部分の類似記
載も同様に修正いたします。

032 009 第3 2 1 イ エ 1 「甲の定める期限」とありますが、「甲
が合理的に定める期間」に変更して
いただけないでしょうか。

「甲が合理的に定める期限」に修正
します。
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033 010 第3 2 1 イ エ 1 「同一事象が2回以上発生した場合
には」とありますが頻度についてご教
示ください。

一度業務是正勧告を発動した後は、
同一事象が追加でさらに2回発生す
るまで業務是正勧告を発動できない
のではなく、同一事象が追加で1回
発生するごとに勧告することも可能と
なります。
また、業務是正勧告の発動回数に上
限はありませんが、その発動回数が
業務是正命令と連動する部分があり
ますので、ご留意願います。

034 010 第3 2 1 イ エ 1 同一事象が2回以上発生した場合と
はありますが、2回/年といった、期間
の限定はございますでしょうか。

特段期限を設ける想定はございませ
ん。発生事象・頻度等を鑑み、合理
的な範囲で甲が判断します。質問
No.033もご参照ください。

035 011 第3 2 1 イ キ 1 ア ここで記載されている例示等を勘案
して設定とありますが、仮に部屋が使
えない状態であれば、通常、事前に
使用不可の案内を行い、他の部屋で
の代替使用を行い、逸失利益／逸
失収益の発生を回避するのが求めら
れる運用であると思われます。実際
に本当にエリア内にて部屋が使用で
きない状態とは、過去の病院運営に
おいてどのような事例があったのかを
お教え願います。

実際に本当にエリア内にて部屋が使
用できない状態が過去にあったかど
うかではなく、不確実ではあるが将来
「起こりうる」リスクとして捉えていま
す。事業者には標準環境不提供事
象を起さないように業務を遂行してい
ただきたいと考えています。

036 011 第3 2 1 イ キ 1 ア 標準環境不提供事象に対するPPは
乙にて設定するとの理解で宜しいで
しょうか。

甲乙協議により設定します。

037 011 第3 2 1 イ キ 1 イ 当該モニタリング項目に基づく初め
ての要求水準等未達事象の場合、
原則としてＰＰは付与しないとありま
すが、業務是正勧告について、同一
事象が２回以上発生した場合には、
甲は乙に対し、是正勧告を発動でき
ることになっています。この場合、ＰＰ
が付与されない初めての要求水準
等未達事象も１回とカウントされるの
でしょうか。

ご理解のとおりです。

038 012 第3 2 1 イ キ 1 ウ PPが付与された状態とその後、業務
是正勧告や業務是正命令へ移行す
る際の基準において、レベル２や３に
該当しない事象でなければ、原則1
回目でなければ、発動はしないとあり
ますが、表においては、レベル１でも
PP＋業務是正勧告時、業務是正命
令時でのPP付与が記載されておりま
す。どのように理解したらよいかお教
え願います。

レベル１に該当する事象について
も、２回目以上発生すれば、県は業
務是正勧告等を発動することができ
ます。
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039 012 第3 2 1 イ キ 2 ＲＰの対象となる「該当する事象」のレ
ベル1～3は、原則としてモニタリング
項目のレベル区分（レベル1～3）に
連動させていただけないでしょうか。

まず、PPについて記載している「レベ
ル１～３」とRPについて記載している
「レベル１～３」は完全に対応したも
のになります。従って、例えばレベル
１に区分され、かつRPが付与されうる
モニタリング項目については、RPが
付与された場合には［１］RPが付与さ
れることとなります。

その上で、ご質問にある「連動」が、
全てのモニタリング項目においてRP
を付与しうることを意味すると解釈す
ると、詳細は甲乙の協議によるところ
となりますが、RP付与の趣旨を踏ま
え、全てのモニタリング項目にRPを
付与しうるものとすることは考えてい
ません。

なお、意味を明確にするため、付与
されるＰＰ及びＲＰを表す一連の表を
修正します。

040 012 第3 2 1 イ キ 2 本モニタリングの目的は、業務パ
フォーマンスの維持、向上、回復で
あるのであれば、PPが付与された業
務についても翌月から2ヶ月要求水
準達成した場合には、当該業務に対
するPPをゼロにリセットして頂けない
でしょうか。

原案のとおりとします。

041 012 第3 2 1 イ キ 2 末尾表に該当する事象としてレベル
１～3の設定がございますが、このレ
ベル１～３とはモニタリング項目と同
様の内容なのでしょうか。仮にこの理
解が正しければ、P13 ウ）相殺対象と
なるPPが未発生の場合に規定される
RPは、いずれのモニタリング項目に
該当していない状態で、どの基準に
基づいて算定されるのでしょうか。

前段については、ご理解のとおりで
す。
質問No.039も併せてご参照くださ
い。

後段については、PP付与に関する基
準とは別に、RP付与についての判断
基準を設定することとなりますので、
PPが未発生の場合であっても、別個
の判断基準によりRPの付与が検討さ
れることとなります。

042 013 第3 2 1 イ キ 4

PP相殺
の手順

「RPを算定し、PPと相殺するか否か
について検討し、相殺が認められれ
ば」との記載がありますが、RPが算定
されてもPPとの相殺不可となることが
あるのでしょうか。

ここでいう「検討」の対象は、「RPを算
定してPPと相殺するか否か」となりま
す。
従って、検討の結果、RPが算定され
れば、当該RPは適宜PPの相殺に適
用されることとなります。

043 013 第3 2 1 イ キ 4 ア サービスの質向上に係るモチベー
ションを高めるためにも、同一業務に
おけるＰＰの相殺を原則としつつも該
当事由がない場合に限り、異なる業
務間でのＰＰの相殺（ＰＰ付与の業務
とＲＰ付与の業務が異なる場合での
相殺）を認めていただけないでしょう
か。

原案のとおりとします。

044 013 第3 2 1 イ キ 4 ウ 仮にＲＰが4月に発生した場合でも6
月に発生した場合でも、当該ＲＰを
もって相殺できるＰＰは翌期末発生
分まで（9月発生分まで）ということで
しょうか。であればＲＰの効力にばら
つきをきたすことになると思われます
ので、できれば一律にＲＰ発生翌月
から5ヶ月以内に発生したＰＰを相殺
できるというルールに変更していただ
けないでしょうか。

原案のとおりとします。
なお、例えば第Ⅰ期の評価期間に
おいて、６月のみＰＰが発生し、それ
が［5］ポイント未満であった場合、当
該ＰＰは、翌期に繰り越されることは
ないのに対し、ＲＰは翌期まで有効と
いう差を設けていることなどを勘案
し、ご理解ください。
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045 013 第3 2 1 イ エ 4 ウ PPが未発生の場合にRPを獲得した
場合は、サービス対価の増額等を検
討いただけないでしょうか。

原案のとおりとします。

046 014 第3 2 1 イ キ 4

相殺の
概念図

RPとPPの相殺は同業務であれば、
同項目でなくても可能との理解で宜
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

047 014 第3 2 1 イ キ 4

相殺の
概念図

相殺対象となるPPが未発生の場合
の概念図につき、PP相殺の前提条
件をご教示頂けないでしょうか。

ご質問の場合のPP相殺の前提条件
については、事業契約書（案）別紙１
１　13頁の３）及び４）.ウ）に示す以上
のものはありません。

048 015 第3 2 1 エ 1 モニタリング対象業務全体でのＰＰ累
積が一定値以上の場合、ＰＰが付与
された全業務について減額の対象と
する旨の記載について、病院の各業
務が連携して一体としてのサービス
を構成するという御趣旨は理解して
おりますが、個別にペナルティポイン
トが減額対象とならない業務につい
て、他業務が減額ポイントに達し、全
業務数の50％以上の場合には減額
対象外の業務まで減額されるという
システムは、委託業者への過度な負
のインセンティブになると考えます。
病院サービスへの影響度合いの重
要性を反映させたシステムとして、減
額ポイントに達した業務のみを対象と
していただけませんでしょうか。

具体のポイント数や％は県が合理的
と判断する限りにおいて変更する余
地がありますが、基本的な考え方の
変更はありません。
あくまでペナルティポイントが付与さ
れている業務に関して減額が行われ
るものであり、ご質問にあるとおり、委
託業者への過度な負のインセンティ
ブとは考えていません。

049 015 第3 2 1 エ 1 定期モニタリング委員会及び事業評
価委員会は、各々どのような構成員
になるのでしょうか。現時点でのイ
メージをおきかせください。

（質問No.006参照）

050 015 第3 2 1 エ 1 評価対象期間においてモニタリング
対象業務全体でのＰＰの累積が前述
の5ポイントに全業務数を乗じた値の
50％以上の場合はＰＰが付与された
全業務について減額の対象とするの
は事業者に過酷と思われます。ご再
考いただけないでしょうか。

（質問No.048参照）

051 015 第3 2 1 エ 1 減額金額の上限設定に関して、「モ
ニタリングの対象業務に係るサービ
ス対価の総額に対して設定」とありま
すが、この意味をご教示ください。

ご質問の内容が含まれる一文は、削
除します。
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052 015 第3 2 1 エ 1 「ただし、評価対象期間においてモ
ニタリング対象業務全体でのＰＰの累
積が前述の［５］ポイントに、全業務数
を乗じた値の［50］％以上の場合は、
ＰＰが付与された全業務について減
額対象とし、以降の減額率の算出等
を行う者とする。」、とありますが、全
業務の半分以上でＰＰの累積が［５］
ポイント以上あれば、全業務が減額
の対象になる、との解釈でよろしいで
しょうか。

PPの累積が［５］ポイント以上の業務
が、全業務の半分未満であっても、
評価対象期間においてモニタリング
対象業務全体でのＰＰの累積が、
［５］ポイントに全業務数を乗じた値の
［50］％以上の場合は、ＰＰが付与さ
れた全業務について減額対象となり
ます。

053 016 第3 2 1 エ 2 Ｍ1の「付与されうる 大のＰＰ」は、
業務ごとに全てのモニタリング項目に
おいて業務是正命令を伴いかつ業
務是正計画書未提出の要求水準等
未達事象が評価対象期間中の毎月
にわたって発生したという前提で算
出するという理解でよろしいでしょう
か。

ここでいう「 大のPP」には、業務ごと
に全てのモニタリング項目において
「事象の確認」に基づき付与されうる
PPが全て付与された場合の合計を
指すものです。
従って、ご質問にある業務是正命令
等に基づき付与されうるPPは含まれ
ません。
なお、上記の内容を明確にするため
別紙11の該当の算出式に注釈を追
加します。

054 016 第3 2 1 エ 3 業務効率性の観点から、減額率が一
定範囲内の場合は減額を行わないと
いう措置をご検討していただけない
でしょうか。

原案のとおりとします。
なお、ＰＰの累積が［5］ポイント未満
の場合は減額の対象としないという
一定の線引きを行うこととしておりま
すので、ご理解ください。

055 016 第3 2 1 エ 2 減額率の算出式ですが、Ｍ１の数に
ついては、いつ設定されるものでしょ
うか。また、この数の上限はあるので
しょうか。さらにこの数が少なければ
少ないほど、減額率設定の％が高く
なり、業務によりバラつきがでます
が、そのあたりはどのようにお考えで
しょうか。

設定されたモニタリング項目の内容
に基づくものであることから、モニタリ
ング実施計画書の作成時において
設定します。
質問No.010もあわせてご参照くださ
い。

なお、ご質問のとおりM1の数が少な
い場合、母子になるM2についてもそ
の値が少なくなるものと考えられます
ので、ご質問にある業務ごとのバラつ
きは 小限にできるものと考えます。

056 016 第3 2 1 エ 2 減額率算出に係る係数については、
業務ごとに設定値を変更することもあ
ると記載されておりますが、その際の
係数の根拠の考え方をお教え願いま
す。

設定されるモニタリング項目の内容
（項目数及びレベルの区分）等のほ
か、モニタリングの趣旨を踏まえ、乙
に過度な負担とならない範囲で設定
することを考えています。

057 016 第3 2 1 エ 2 減額率の算式の中に、［100］
６
とあり

ますが、この数字が100であれば、
サービス対価の減額が100％、つまり
支払い額０ということともあり得る、と
いう意味でしょうか。

事業契約書（案）別紙１１　17頁　５）
減額金額の上限設定　に規定のとお
り、一定の上限額を設定します。

058 016 第3 2 1 エ 2 減額率算出に係る係数の決定方法
についてご教示下さい。

（質問No.056参照）
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059 016 第3 2 1 エ 3 減額の対象となる（X１＋Y１）とは、要
するに当該評価対象期間３か月分の
該当業務のサービス対価、との理解
でよろしいでしょうか？

基本的にご理解のとおりですが、減
額金額の算出時において既に支
払っているサービス対価があること、
及び食事の提供業務等の一部の
サービス対価は単価契約に基づき支
払額が確定することを踏まえての表
現としています。

060 016 第3 2 1 エ 3 当該評価対象期間中とはいつのこと
を指すのでしょうか。

事業契約書（案）別紙１１　1５頁　エ.
１）　に示す評価対象期間となりま
す。

061 016 第3 2 1 エ 3 減額金額の算出式でのX１、Y１をそ
れぞれ足すと、結局当該評価対象業
務期間中の合計と読み取れます。相
違御座いませんか。

（質問No.059参照）

062 016 第3 2 1 エ 2～4 統括マネジメント業務と運営業務の
双方を減額対象とすることは、事業
者に大きな負担を課す事になると思
慮いたします。「乙が甲に提供する
サービスは一体的なものである」とい
うことを踏まえると、対象となる運営業
務に関するサービス対価のみを減額
し、減額されたサービス対価への対
応（ex.サービス対価の減額分は統括
マネジメント費から一部補填）を事業
者に委ねる方が、事業の継続性の観
点からも良いと思慮致しますが、如何
でしょうか。

個別業務のマネジメント業務は本事
業の確実な実施において非常に重
要な業務と認識していることからの規
定であり、乙のマネジメントの対象と
なる運営業務に対するサービス対価
が減額されるような事態が生じた場
合、該当する協力企業の選定も委ね
ている以上、その責任の一端を乙の
マネジメント業務そのものにも言及せ
ざるを得ないという考え方に基づくも
のですので、ご理解ください。
なお、係数［0.5］は、県が合理的と判
断する限りにおいて変更する余地が
あります。

063 016 第3 2 1 エ 4 減額金額の算定において、PPにより
算出される減額率に基づく金額に加
え、更にα値を用いた減額金額を加
算しております。統括マネジメント業
務と異なる算出式で減額金額を算定
している理由を御教示頂けないで
しょうか。

個別業務のマネジメント業務をモニタ
リングするにあたり、モニタリングの対
象となる個別業務自身のモニタリング
結果と一体的に取扱う必要があると
考えての規定です。
質問No.062もあわせてご参照くださ
い。

064 017 第3 2 1 エ 4 減額率の算出式はどのようにお考え
でしょうか？

事業契約書（案）別紙１１　1６頁　２）
に示すとおりです。
なお、個別業務のマネジメント業務
に関するモニタリング項目について
は、ダブルカウントでの減額とならな
いよう、マネジメント対象となる個別業
務のモニタリング結果に関らない項
目（年度マネジメント計画書の未提
出等）を設定する必要があると考えて
います。

065 017 第3 2 1 エ 4 減額率による減額と、［0.5］×αによ
る減額の合計となっておりますが、モ
ニタリングによる減額をより大きくしよ
うとしているように思われます。この減
額式の意図をご教示ください。また、
どちらか一方にしていただけないで
しょうか。

（質問No.062、063参照）
なお、当該規定は適切なモニタリン
グを行う上で必要と判断して設けたも
のであり、ご質問にあるような「モニタ
リングによる減額をより大きくしようと
する」という意図からではないことをご
理解ください。
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066 017 第3 2 1 エ 4 αの計算式によると、減額対象となっ
た業務は無条件で総額が分母に加
算されるように考えられますが、減額
の程度により分母への加算額を考慮
すべきであると考えますが、いかがで
しょうか？

原案のとおりとします。
なお、ご質問の中の「分母」は「分子」
のことではないかと思いますが、それ
を前提に理由をご説明しますと、個
別業務の減額の程度に完全に比例
して乙のマネジメントの責任の程度を
問うことは、場合によっては不合理に
なることもあると考えられます。乙のマ
ネジメントの責任の程度をどれくらい
と見るかは、αと［0.5］の係数の２つ
で表すことにしたいと思います。

067 017 第3 2 1 エ 4 マネジメント対象の運営業務に対す
るサービス対価が減額された場合全
てにおいて（例え個別業務のマネジ
メント業務に係るサービス対価減額
事由がないにもかかわらず）個別業
務のマネジメント業務に対するサー
ビス対価が減額されるのは事業者に
過酷と思われます。モニタリングに
よって個別業務のマネジメント業務
自体が減額される場合に限り4）記載
の減額金額の算出式が適用されると
いうルールに変更していただけない
でしょうか。

原案のとおりとします。
（質問No.062及び064参照）

068 017 第3 2 1 エ 4 協力企業が提供するサービスの減額
にくわえ、マネジメント業務（ここでは
個別マネジメントと記述であり、５）で
は統括マネジメントと記述あり・・・これ
らは同一か？）についても同様に減
額とありますが、このような設定に至
る根拠をお教えください。

（質問No.062及び064参照）
なお、（　　）内のご質問に対しては、
５）の「統括マネジメント業務等」という
用語の定義は、「統括マネジメント業
務及び運営業務」のことであり（５頁
の2（1）ア参照）、４）の「個別業務の
マネジメント業務」と「統括マネジメン
ト業務等」とは、同一ではありません。
（「業務」の定義は、１頁第３.１.（3）参
照）

069 017 第3 2 1 エ 4 減額金額の算出式の中に、［0.5］と
ありますが、これは当該業務が減額
されても、支払われるサービス対価
のうち、 低50％は確保される、とい
う意味でしょうか。

［0.5］の意味は、個別業務のサービ
ス対価の減額の責任の一端を個別
業務のマネジメント業務としても負っ
ていただくに当たり、個別業務のマ
ネジメント業務のサービス対価全額
（すなわち個別業務のマネジメント業
務全体）を対象とするのは、考え方と
して事業者に過重な負担であると考
え、仮に全ての個別業務において減
額が行われたとしても責任の割合が
1/2となるよう考慮したものです。
なお、個別業務のマネジメント業務
にも17ページの５）減額金額の上限
設定　が適用されますので、 低
75％のサービス対価は確保されま
す。

070 017 第3 2 1 エ 5 業務ごとに算出されるサービス対価
の減額金額の上限を超えるサービス
対価の減額は将来にわたって行わ
れることはなく、かつサービス対価減
額が当該原因となった業務と異なる
業務のサービス対価で行なわれるこ
とはないという理解でよろしいでしょう
か。

前段については、計算上算出された
上限を超える減額はありません。
また、ご質問の「将来にわたって」の
意味が不明確ですが、上限の範囲
内の減額の一部を将来に実施せざ
るを得ない事態（その時点での支払
債務のみでは相殺できない事態）も
あり得る（事業契約書（案）第4条第2
項参照）ため、断定したお答えはい
たしかねます。
後段については、基本的にはご理解
のとおりですが、事業契約書（案）別
紙１１ P.17 ４）に示す個別業務のマ
ネジメント業務における減額金額の
算出式には、個別業務が減額したか
否かの要素が反映される点には、ご
留意願います。
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071 017 第3 2 1 エ 5 「減額金額の上限」は、要するに当該
評価対象期間３ヶ月分の該当業務の
サービス対価の四分の一、との理解
でよろしいでしょうか？

［0.25］の場合にはご理解のとおりで
す。

072 017 第3 2 1 エ 5 減額金額の算出式の中に、［0.25］と
ありますが、これは当該業務が減額
されても、支払われるサービス対価
のうち、 低75％は確保される、とい
う意味でしょうか。

［0.25］の場合にはご理解のとおりで
す。

073 019 第3 2 2 イ イ 1 ー

表

医薬品調達業務および診療材料調
達業務の中の「・調達した医薬品の
安全性」「・医薬品の安定的な調達」
「・調達した診療材料の安全性」「・診
療材料の安定的な調達」について、
乙の責による事由でない場合は要求
水準等未達事象には相当しないと考
えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

074 020 第3 2 2 イ イ 1 ウ モニタリング項目の概要に「十分に
行われているか」「積極的に活動して
いるか」「妥当な提案がなされている
か」等の表現がありますが、評価に際
しては各々どのように結果を評価さ
れるイメージなのでしょうか。

ご質問の部分は、定性的評価が主
になると思われますが、できるだけ客
観性を持たせるため、あらかじめ業
務評価基準を定めてＰＰ制により評
価を行うこととなります。ただし、具体
的な業務評価基準は、甲乙協議の
上で確定させることとしています。

075 021 第3 2 2 イ イ 3 イ リストの完成期日を過ぎてからリストの
不備が発見された場合、「超過日数」
の考え方はどうなりますでしょうか。

リストの不備が発見された日から必要
な対応が行われたリストが完成した
日までとなります。

076 023 第3 2 2 イ イ 4

ｻｰﾋﾞｽ
対価へ
の反映
方法

ここでは、准備品・消耗品代金相当
額についてはｻｰﾋﾞｽ対価への反映
は行わないとの記載がありますが、
事業契約書（案）別紙12のP１１９には
医薬品代金相当額と同様にｻｰﾋﾞｽ対
価の減額を行う旨記載されておりま
す。どちらが正しいのかご教示下さ
い。

准備品・消耗品代金相当額について
はサービス対価への反映は行いませ
ん。
事業契約書（案）別紙１２の該当箇所
を修正します。

077 025 第3 2 2 イ カ 1 イ 「以上を踏まえ、付与されうるＰＰにつ
いて、下表に整理する。」とあります
が、下表の中で「付与されるＰＰ」のう
ち、「業務是正勧告を伴う場合」の表
中に①＋［１］ＰＰ、②＋［１］ＰＰ、③＋
［１］ＰＰとあります。
この［１］は［５］ではないでしょうか。

ご質問のとおり［１］→［５］へ修正しま
す。

078 025 第3 2 2 イ カ 1 イ 業務是正勧告を伴う場合に付与され
るPPは５PPであるのに対し、表中で
は１PPとなっております。どちらが正
しいのかご教示下さい

（質問No.077参照）
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079 025 第3 2 2 イ カ 1 イ 表中の業務是正勧告を伴う場合の
PP付与として、レベル１～3まで全て
１PPとなっておりますが、宜しいでしょ
うか。

（質問No.077参照）

080 026 第3 2 2 イ カ 2 表中のRPの設定がレベル１（無し）、
レベル２（２RP）、レベル3（３RP）と
なっておりますが、運営モニタリング
システムと同様のレベル１（１RP）、レ
ベル2（3RP）、レベル3（5RP）として頂
けないでしょうか。

現時点では、原案のとおりとします
が、レベルの区分等を踏まえ、協議
により変更する余地はあると考えま
す。
ただし、他の運営業務と比較すると、
調達関連業務については、PPを受け
る機会（可能性）が少ないと想定して
おり、それを考慮してRPの設定をし
ています。

081 026 第3 2 2 イ カ 2 ﾚﾍﾞﾙ1に該当する事象に対してはRP
は付与されないのでしょうか。付与さ
れないのでしたらその理由について
もご教示頂けないでしょうか。

運営業務ほど業務の詳細が多種に
わたるものではないと考えた上で、
RPを付与する形でその業務の質の
向上を促す事項については、レベル
２及び３に該当する項目とし、それ以
外の事項をレベル１とすることを考え
ての規定です。
質問No.080も併せてご参照くださ
い。

082 026 第3 2 2 イ カ 3 PPが付与された翌月にも要求水準
未達事象が発生していても、PPの相
殺は可能との理解で宜しいでしょう
か。

同業務内の他のモニタリング項目に
おいてRPが算定された場合、ご理解
のとおりです。
また、関連して、調達関連業務にお
けるRPは、その発生の翌月から起算
して12ヶ月目までに発生したPPを相
殺できるものと修正します。
理由は、調達業務は病院職員との調
整や卸業者との交渉等、ルーチン
ワークではない部分が重要であり、
他の統括マネジメント業務等に比
べ、長期間をかけた継続的な努力が
必要となることを考慮し、RPの相殺適
用可能期間も他の統括マネジメント
業務等よりも長期間とすることが妥当
であると判断したためです。

083 027 第3 2 2 エ ア 2 減額率の算出式の中で、超過日数
×［５］（％）ということですが、この場
合、超過日数が仮に２０日であれば
減額率は１００％となる、と理解してよ
ろしいでしょうか。また、そうであった
場合、２０日を超える超過日数は、ど
のように考えればよろしいでしょうか。
（２９ページも同様にご質問します。）

P.27の「4）」　及びP.29の「5）」　に減
額金額の上限を規定しています。
なお、後段のご質問に関しては、乙
の責めに帰すべき事由により２０日を
超える超過日数となったような場合に
は、業務是正勧告の対象になりえる
と考えます。

084 027 第3 2 2 エ ア 4 減額金額の上限の中に、［50］％とあ
りますが、これは当該業務が減額さ
れても、支払われる予定のサービス
対価の総和のうち、 低50％は確保
される、という意味でしょうか。
（２９ページも同様にご質問します。）

［50］％の場合には、P.27、P.29とも
にご理解のとおりです。
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085 028 第3 2 2 エ イ 1 減額の考え方の中で、「院内調整等
については・・・実施（努力）状況を真
摯に評価し・・・」とありますが、これが
減額金額算出においてどのように反
映されるのでしょうか？

調達業務の実施に要した費用相当
額の減額額は、乙の責めに帰すべき
事由により、ベンチマーク及び基準
の確定日が期日を超過した日数をも
とに算出されますが、当該超過した
日数の全部又は一部が乙の責めに
帰すべき理由かどうかを判断する際
に、乙から提出される「理由書」をもと
に、乙の業務実施（努力）状況を確
認して、合理的な範囲で減額額を小
さくすることを想定しています。

086 028 第3 2 2 エ イ 1 「院内調整等については・・・実施（努
力）状況を真摯に評価し・・・」とありま
すが、これが減額金額算出において
どのように反映されるのでしょうか？

（質問No.085参照）

087 028 第3 2 2 エ イ 2
4

※1に「評価結果が反映されるサービ
ス対価は、（中略）四半期の第I期に
関するサービス対価とする。」とありま
すが、一方4）の式では「『減額金額』
＝（中略）×減額率（千円/年）」と
なっており「/年」の単位が用いられて
います。実際の減額金額は四半期
分を対象に行われるものでしょうか。

P.29「４）」　の算出式の単位を（千円
／年）→（千円／期）と修正します。

088 028 第3 2 2 エ イ 2 超過日数の算定にあたっては、単純
に、減額率計算上の「超過日数」＝
「期日を越えた日数」、ではなく、１）
にあるとおり事業者の院内調整等の
実施状況を勘案し、例えば、減額率
計算上の「超過日数」＝「期日を超え
た日数」×５０％、等と算定されるもの
と考えてよろしいでしょうか？

P.21　「３）業務評価基準の設定」に
おける表中に記載のとおり、超過日
数は、乙の責めに帰すべき事由か否
かという視点で判断されます。
従って、事業者の院内調整等の実施
状況を勘案し、その結果によっては、
減額率計算上の超過日数を少なく
することもあり得ます。

089 028 第3 2 2 エ イ 2 ベンチマーク対象病院の調達実績を
3月～4月早々に把握することは困難
な場合があると考えられ、さらに薬価
改定が行われた場合には、５～６月
にその影響等を協議し、６月末まで
に基準を確定することは、非常に厳
しいスケジュールと考えます。例え
ば、薬価改定が行われた年について
は、ベンチマーク基準の確定期限の
超過日数を短縮する等の配慮を加え
て頂けないでしょうか。

薬価改定があった年でも原則として６
月末までに基準を確定することを想
定していますが、期日を超えたことに
つき、それが薬価改定の影響による
ものであり、明らかにやむを得ないと
認められる日数については、事業者
の責めに帰すべき事由とはならず、
「超過日数」には計上されないものと
考えています。

090 030 第3 2 2 エ ウ 3 検査試薬の減額は、県と事業者で差
額を負担しあう計算式となっている一
方、一般薬品については差額の全
額を事業者負担としている理由があ
ればご教示ください。

単品ごとの比較の結果、基準を超過
した分のみ減額金額の算出式に反
映され、基準を達成した品目の影響
が反映されない算出式としていること
を踏まえ、事業者の負担軽減の観点
から係数を乗じるべきと検討した結果
となります。

091 030 第3 2 2 エ ウ 3 「各基準を達成できなかった場合又
は品目に関してのみ」の「場合」が指
すのは一般薬品で、「品目」が指す
のは検査試薬との理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。
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092 030 第3 2 2 エ ウ 3

減額金
額の算
出式

一般薬品の減額金額の算出式にお
ける「ベンチマークにおける基準どお
りに調達できた場合の請求金額」の
計算式をご提示ください。

計算式は、次のとおりです。
∑｛（当該医薬品の単価）×（当期に
おける当該医薬品の購入総数）｝×
（１－基準として設定した加重平均値
引率）

093 030 第3 2 2 エ ウ 3

減額金
額の算
出式

検査試薬の減額金額の算出式では
（基準）より高く購入した品目はプラ
ス、（基準）より安く購入できた品目は
マイナスの数値になります。これらプ
ラスマイナスの総和を求め０．５を掛
ける、という理解でよろしいでしょう
か。

「各基準を達成できなかった場合又
は品目に対してのみ、算出式に反映
する」とお示ししているとおり、 新の
購入単価が購入単価（基準）を超え
てしまった場合のみ算出式に反映さ
れます。従って、ご質問にあるような
「マイナス」という値は算出式には反
映されません。
なお、算出式に一部誤りがありました
ため、以下のとおりΣがかかる算出
式に［　］を追記する形で修正しま
す。

Σ[｛（当該品目に要した 新の購入
単価）-（当該品目の購入単価（基
準））｝×（当期における当該品目購
入数）]×[0.5]

094 030 第3 2 2 エ ウ 3 一般薬品に関する減額金額の算出
式において、「ベンチマークに基づく
基準どおりに調達できた場合の請求
金額」とありますが、加重平均値引率
を指標として基準を決めた場合、想
定数量と実績数量の乖離等、事業者
の責によらない調達単価の上昇など
は考慮していただけると考えてよろし
いでしょうか？

ご質問で例示されている各種数量の
乖離等が、調達単価、調達単価をも
とに計算される加重平均値引率に影
響することも十分起こり得ると考えて
おります。
「要求水準書　３　調達関連業務」
P.25に記載しているとおり、努力を尽
くした上でも対応することができない
外性的要因に起因して基準を達成
できなかった場合には、事業者が
「理由書」を提示し、県がその内容の
妥当性、事業者の帰責性等を十分
考慮したうえで、モニタリングの結果
（サービス対価の減額を含む）に反
映することとなります。
なお、上記プロセスについては、双
方で協議を経て決定することとなりま
す。

095 030 第3 2 2 エ ウ 3 検査試薬の算出式における「 新の
購入単価」とは、いつの時点の単価
でしょうか。事業年度末の３月の購入
単価とした場合、仮にそれ以前（４月
～２月）が高い単価であって３月だけ
安い単価であれば、事業者にとって
有利な評価となりますが、いかがで
しょうか。

新の購入単価とは、当該年度内に
おける も遅い時点の購入単価で、
３月末時点のものになる場合が多い
と思われます。
なお、事業者に有利かどうかという点
に関しては、調達関連業務は定性的
評価も実施いたしますので、理由も
無く交渉を後回しにするような行為に
関してはモニタリングにおける考慮事
項になると考えています。
また、価格削減の交渉を進めるにあ
たり事前に計画を立てる必要がありま
すが、調達対象の品目数が多いた
め、購入数量・金額の視点から分析
し、削減効果の見込みが大きい物か
ら随時交渉を実施することになると考
えます。
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096 030 第3 2 2 エ ウ 3 ベンチマークとして設定した加重平
均値引率は、購入数量によって変動
するので、実際の調達代金と「ベンチ
マークに基づく基準どおりに調達で
きた場合の請求金額」を比較するの
は、事後者側に偏ったリスク負担に
なっていると考えますが、県側の意
図をご教示願います。

質問No.094及び調達関連業務に対
する質問回答No.136、137、138をご
参照ください。

097 030 第3 2 2 エ ウ 3 ベンチマーク時に設定された基準を
下回った場合は、減額であるなら
ば、なんのための努力目標なのか、
理解に苦しみます。これは、モニタリ
ングではなくただ単に、目標額に行
かなかったから減額にするための方
策にしか見えません。このままでは、
本当に目標とするベンチマークの適
切な提供が損なわれる可能性があり
ますが、如何でしょうか。

ベンチマークに基づく基準は、ご質
問にあるような努力目標ではなく、達
成すべき基準です。
その上で、調達関連業務の実施を取
巻く各種の不確実要素を可能な限り
考慮し、事業者に過度の負担となら
ないよう、ベンチマーク及び基準の
設定を定期的に設定及び見直しを
行うとともに、結果の評価についても
真摯な視点で行うことを明記している
ものです。
ご質問にあるような「目標額に行かな
かったから減額にするための方策」
ではない点はご理解ください。

098 030 第3 2 2 エ ウ 3 一般薬品に関してベンチマークの基
準どおりに調達できた場合の請求金
額に達しなかった場合は実調達代金
との差が減額されるとのことですが、
実際の調達価格の決定には調達期
間内における病院の協力度合いが
大きく影響します。調達価格の決定
に影響する病院側の要因は評価に
加味されるとの理解でよろしいでしょ
うか。

ご質問のとおり、病院の協力度合い
が調達価格の決定に影響することは
十分認識しています。
その上で、事業者の実施（努力）状
況を真摯に評価する際には、病院側
の協力結果も真摯に考慮する必要
があると考えています。

099 030 第3 2 2 エ ウ 3 ※加重平均値引率は、定価・薬価・
償還価格等に対する納入金額の値
引率の加重平均と考えてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

100 030 第3 2 2 エ ウ 3 「一般薬品では2つの基準が設定さ
れている」との記載がありますが、何
を指しているのかご教示下さい。

減額金額の算出に用いる基準は１つ
に変更します。詳細は、調達関連業
務に係る要求水準書への質問回答
№232を参照してください。

101 030 第3 2 2 エ ウ 3 検査試薬における減額金額の算出
式は「 新の購入単価と購入単価
（基準）の差額」を元に算出されてお
りますが、 新の購入単価以前の単
価はモニタリング時に影響を与えな
いとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。質問No.095も
参照してください。
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102 030 第3 2 2 エ ウ 3 記載の算出式では、例えば実際の
調達代金と、ベンチマークに基づく
基準どおりに調達した場合の差額が
全額事業者負担となります。状況に
より同差額が過大な金額となる事が
想定され、また額を限定することがで
きません。また同差額の発生により
SPCの収益構造、資金計画に大きな
影響を与えることが懸念され、SPCの
事業性判断に疑問が生じますので、
民間事業者としては本入札への参画
が難しくなります。従い、調達業務に
おける医薬品代金相当額からの減
額となる現在の仕組みの撤回をご検
討頂けませんでしょうか。基準に従い
価格交渉する業務の結果が伴わな
い場合は、調達業務の実施に要した
費用相当額に対しモニタリングの中
で減額する仕組みが妥当と思えま
す。

事業者の負担を軽減するために、調
達関連業務に関する要求水準書
P.20【医薬品指標（必須事項)】にお
いてベンチマークの（必須事項）とし
ている指標の一つである、「他病院の
一般薬品の加重平均値引率の実績
値（将来）との比較」については、モ
ニタリングでの取扱いを変更し、PP
（ペナルティポイント）制に基づくモニ
タリングの対象として取扱うことを考え
ています。詳細は、後日公表します
事業契約書（案）別紙１１「モニタリン
グ基本計画書（案）」をご参照願いま
すが、当該比較に関して設定した基
準を満足しない場合であっても、
サービス対価（一般薬品の調達代金
相当額）の支払額には連動させない
ことを考えています。

加えて、調達関連業務の実施を取巻
く各種の不確実要素を可能な限り考
慮し、６月に基準の確定時期を設け
たこと、予測不可や当院の特殊事情
により発生した事象の際には基準の
見直しを可能としたこと、モニタリング
段階においても理由書の提出を可
能とすること等、各種セーフティ措置
を設け、パートナーとなる事業者に過
度の負担を発生させないように配慮
していますので、ご理解ください。

103 031 第3 2 2 エ エ 3

減額金
額の算
出式

診療材料の減額金額の算出式にお
ける「ベンチマークにおける基準どお
りに調達できた場合の請求金額」の
計算式をご提示ください。

計算式は、次のとおりです。
①主要品目
∑｛（当該品目の償還価格若しくは
当院の過去の購入単価実績値若しく
は県・事業者で合意した購入単価）｝
×（当期における当該品目の購入
数）×（１－基準として設定した加重
平均値引率）
②主要品目以外で償還価格等あり
∑｛（当該品目の償還価格）×（当期
における当該品目の購入数）｝×（１
－基準として設定した加重平均値引
率）

104 031 第3 2 2 エ エ 3 償還価格等なし、の減額は、県と事
業者で差額を負担しあう計算式と
なっている一方、主要品目・償還価
格あり、については差額の全額を事
業者負担としている理由があればご
教示ください。

「償還価格等なし」については、単品
ごとの比較の結果、基準を超過した
分のみ減額金額の算出式に反映さ
れ、基準を達成した品目の影響が反
映されない算出式としていることを踏
まえ、事業者の負担軽減の観点から
係数を乗じるべきと検討した結果とな
ります。

105 031 第3 2 2 エ エ 3 主要品目・償還価格あり、に関する
減額金額の算出式において、「ベン
チマークに基づく基準どおりに調達
できた場合の請求金額」とあります
が、加重平均値引率を指標として基
準を決めた場合、想定数量と実績数
量の乖離等、事業者の責によらない
調達単価の上昇などは考慮していた
だけると考えてよろしいでしょうか？

（質問No.094参照）
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106 031 第3 2 2 エ エ 3 診療材料に関してベンチマークの基
準どおりに調達できた場合の請求金
額に達しなかった場合は実調達代金
との差が減額されるとのことですが、
実際の調達価格の決定には調達期
間内における病院の協力度合いが
大きく影響します。調達期間内の調
達価格の決定に影響する病院側の
要因は評価に加味されるとの理解で
よろしいでしょうか。

（質問No.098参照）

107 031 第3 2 2 エ エ 3 記載の算出式では、例えば実際の
調達代金と、ベンチマークに基づく
基準どおりに調達した場合の差額が
全額事業者負担となります。状況に
より同差額が過大な金額となる事が
想定され、また額を限定することがで
きません。また同差額の発生により
SPCの収益構造、資金計画に大きな
影響を与えることが懸念され、SPCの
事業性判断に疑問が生じますので、
民間事業者としては本入札への参画
が難しくなります。従い、調達業務に
おける診療材料代金相当額からの
減額となる現在の仕組みの撤回をご
検討頂けませんでしょうか。基準に従
い価格交渉する業務の結果が伴わ
ない場合は、調達業務の実施に要し
た費用相当額に対しモニタリングの
中で減額する仕組みが妥当と思えま
す。

事業者の負担を軽減するために、調
達関連業務に関する要求水準書
P.32においてベンチマークの（必須
事項）としている指標について、「加
重平均値引率の実績値（将来）⇒加
重平均値引率の実績値（過去）」へ
変更いたします。また、要求水準書
P.33にお示ししている算出方法にお
いて「購入単価（目標値）の設定」の
枠内に記載している内容について
も、適宜、「他病院での同品目の
新値引率の実績値（過去）」等への
変更を行います。

加えて、調達関連業務の実施を取巻
く各種の不確実要素を可能な限り考
慮し、医薬品よりも変化のスピードが
速いため半期ごとに調達予定リスト
や基準を更新するスキームとしたこ
と、予測不可や当院の特殊事情によ
り発生した事象の際には基準の見直
しを可能としたこと、モニタリング段階
においても理由書の提出を可能とす
ること等、各種セーフティ措置を設
け、パートナーとなる事業者に過度
の負担を発生させないように配慮し
ていますので、ご理解ください。

108 031 第3 2 2 エ エ 3 主要品目以外（償還価格等なし）に
おける減額金額の算出式は「 新の
購入単価と購入単価（基準）の差額」
を元に算出されておりますが、 新
の購入単価以前の単価はモニタリン
グ時に影響を与えないとの理解で宜
しいでしょうか。

（質問No.101参照）

109 032 第3 2 3 エ 独立採算業務であるため、サービス
対価の減額に関する検討の対象外
とありますが、統括マネジメントに関し
ても同様の考えで宜しいでしょうか。

第３.２.（1）エ.４）にお示ししている個
別業務のマネジメント業務の減額金
額の算出式中のαは常に「0」になり
ますので、利便施設運営業務に直接
連動しての個別業務のマネジメント
業務のサービス対価の減額はありま
せん。
ただし、利便施設運営業務に係る統
括マネジメント業務の実施状況をモ
ニタリング項目として設定し、ＰＰを付
与することや統括マネジメント業務に
係るサービス対価を減額することは、
考え方としては、あり得るものと考え
ていますが、乙が利便施設運営業務
をどのようにマネジメントされる方針
かということも踏まえた上で、そのよう
なモニタリング項目を設定するかどう
かも含め、甲乙による協議事項にな
ります。
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110 034

フロー
図

本フロー図では「（対象業務ごとに）
当期ΣPP≦10PP」である場合には
ｻｰﾋﾞｽ対価は満額で支払われると
なっておりますが、本モニタリング計
画書内には「業務ごとの評価対象期
間におけるPPの累積が5ポイント未満
の場合は減額の対象外とする」との
記載があります。減額対象となるPP
の下限値が大きければ大きいほど、
協力企業が要求水準未達事項を開
示しやすい環境となり、貴県がモニタ
リングの目標としているパフォーマン
スの維持、向上、回復を果たすことが
できますので、10PPに統一頂けませ
んでしょうか。

フロー図における「（対象業務ごとに）
当期ΣPP≦［10］PP」は、「（対象業
務ごとに）当期ΣPP＜［5］PP」の誤り
です。フロー図を訂正します。
なお、ご質問中に「減額対象となる
PPの下限値が大きければ大きいほ
ど、協力企業が要求水準未達事項を
開示しやすい」旨の記述があります
が、セルフモニタリングは、事実に基
づき正確に行っていただくことが大
前提であり、また、８ページのモニタリ
ング項目のレベルの区分表の注
（※）にもありますように、隠蔽虚偽等
の悪質な対応が取られた場合、要求
水準未達事象が発生したとみなされ
ますので、ご注意ください。

111 034

フロー
図

本フロー図にて、「（対象業務全体
で）当期ΣPP≦●PPならばサービス
対価満額支払」との記載があります
が、本モニタリング計画書には当該
内容の記載がありません。本文中に
も明記して頂けないでしょうか。

事業契約書（案）別紙１１　15頁　エ.
１）における「全業務数」が事業者の
提案によるものであるため、フロー図
では「●」と記載しているものです。
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